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○原子力発電所に係る法規制体系（R７年６月1３日現在）

(QMS)

○保安規定遵守義務
(第43条の3の24第4項)

○技術基準適合維持義務
(第43条の3の14)

○定期事業者検査
(第43条の3の16第1項)

基本設計

詳細設計
建設段階

運転段階

設計及び工事計画認可・届出
(第43条の3の9/ 第43条の3の10)

設置許可
(第43条の3の5)

施設の健全性を担保
（ハード面の規制）

保安活動の妥当性を担保
（ソフト面の規制）

保安規定認可
(第43条の3の24第1項),

使用前事業者検査
（第４３条の３の１１）

核物質防護の規制

核物質防護規定の認可
(第４３条の３の２７)

○核物質防護規定遵守義務
(第４３条の３の２７第2項)

原
子
力
規
制
検
査

(

第
６
１
条
の
２
の
２)

健全性評価
（第４３条の３の24）

安全性向上評価
（第４３条の３の２９）

廃止段階

長期施設管理計画認可
(第43条の3の32）

廃止措置計画認可
(第43条の3の３４）

内は、原子力規制検査の対象

資料Ｎｏ.０

222682
四角形


	スライド 0

